
外国為替証拠金取引説明書 新旧対照表 

下線部分が変更点 

変更箇所 新取引説明書 旧取引説明書 

12. 注文の種 
類 

通貨毎全決済 

注文 

お客様が保有するポジション（建玉）について、通貨ペア毎か 

つ売買別のポジションを一括で成行で決済する注文方法です。 

（通貨毎全決済注文実行時までに、 通貨毎全決済対象ポジショ 

ンに対して、既に、発注していたリーブオーダーが執行中にな 

った場合は、 そのポジションは通貨毎全決済対象から除外され 

ます。） 

全決済注文 

通貨ペア・売買区分によらず、お客様が保有している全てのポ 

ジションを成行で決済します。（全決済注文実行時までに、全 

決済対象ポジションに対して、既に、発注していたリーブオー 

ダーが執行中になった場合は、 そのポジションは全決済対象か 

ら除外されます。） 

レ－トの変動が大きいときにはお客様が想定されている取引 

価格と乖離した価格で注文が約定する場合がございます。 

通貨毎全決済 

注文 

お客様が保有するポジション（建玉）について、通貨ペア毎 

かつ売買別のポジションを一括で成行で決済する注文方法 

です。 

全決済注文 

通貨ペア・売買区分によらず、お客様が保有している全ての 

ポジションを成行で決済します。 

レ－トの変動が大きいときにはお客様が想定されている取 

引価格と乖離した価格で注文が約定する場合がございます。 

14. 注文状況 
について 注文状況 説 明 

成立 約定した注文 

待機中 IFD、IFO の新規注文が約定した時に執行される未執行の注文 

取消済 お客様が取消をされた注文 

期限切れ 約定すること無く注文期限の経過した注文 

注文中 

指値注文、逆指値注文、IFD の新規注文、OCOの新規注文、IFO 

の新規注文が注文の期限が未到来であり、 かつ未約定である時 

の表示 

執行中 
ロスカット、リーブオーダーの注文が「成立」するとして、約 

定成立処理をしている時の表示（取消・訂正不可） 

注文状況 説 明 

成立 約定した注文 

待機中 IFD、IFO の新規注文が約定した時に執行される未執行の注文 

取消済 お客様が取消をされた注文 

期限切れ 約定すること無く注文期限の経過した注文 

注文中 

指値注文、逆指値注文、IFD の新規注文、OCOの新規注文、IFO 

の新規注文が注文の期限が未到来であり、 かつ未約定である時 

の表示 

6. 注文の取 
消等 

お客様は、注文が約定されていない限り（執行中を除く）、規程第 9 条に基づ 

いて注文を取消又は撤回（以下「取消等」といいます。）することができます。 

このとき指値等によるご注文内容、指定レート、取引数量を取消等される場合に 

は、その内容を弊社の定める方法により取消等してください。 

お客様は、注文が約定されていない限り、規程第 9 条に基づいて注文を取消又は撤 

回（以下「取消等」といいます。）することができます。このとき指値等によるご注文内容、 

指定レート、取引数量を取消等される場合には、その内容を弊社の定める方法により 

取消等してください。



22. 証拠金等 

の出金 

【外貨】 

当日 24 時までに受け付けた出金については、翌々営業日までに出金します。但 

し、通貨によって翌々営業日が該当する外国通貨の母国市場の休業日にあたる場 

合、スポット応答日が異なるため、出金日が異なる場合がございます。このとき 

出金日は日本、当該外国通貨の母国市場に共通する営業日が出金日となり得ま 

す。外貨送金手数料につきましては、弊社の所定の送金手数料をお支払い頂くこ 

とがありますので、お客様の外貨 ex 口座の残高に、弊社所定の外貨送金手数料 

分の円資産がない場合、外貨出金を承ることができないことがございます。 

【外貨】 

当日 24時までに受け付けた出金については、 翌々営業日までに出金します。 （米 

国サマータイム適用時は 1時間早まります。） 

但し、通貨によって翌々営業日が該当する外国通貨の母国市場の休業日にあたる 

場合、スポット応答日が異なるため、出金日が異なる場合がございます。このと 

き出金日は日本、当該外国通貨の母国市場に共通する営業日が出金日となり得ま 

す。外貨送金手数料につきましては、弊社の所定の送金手数料をお支払い頂くこ 

とがありますので、お客様の外貨 ex 口座の残高に、弊社所定の外貨送金手数料 

分の円資産がない場合、外貨出金を承ることができないことがございます。 

29. ロスカッ 
トルール 

ロスカットルールとは、証拠金維持率が 20％※1 (ロスカットライン)を下回った 

際に、損失の拡大を防ぐために、弊社の所定の方法により、強制的にお客様の保 

有する全てのポジション(建玉)を反対売買して決済する制度です。このとき証拠 

金維持率は下記の計算式により計算されます。 

証拠金維持率 = 有効証拠金額 ÷ 取引証拠金 

有効証拠金額 =資産合計 ＋ 評価損益金 

（23.証拠金等に関する用語 をご参照下さい。） 

弊社では、原則として、証拠金維持率が適正の場合（50％※2以上）は 数分～ 

10 分毎にお客様の証拠金の状況等を確認いたします。その際、お客様の証拠金 

維持率が 50％を下回ったことが確認された場合（以下、証拠金維持率が 50％※2 

を下回った口座を「危険口座」といいます。）においては、その後証拠金維持率 

が 50％※2 以上となるまでの間 1～2 分毎に当該危険口座の証拠金維持率の評 

価・確認を行うとともに、取引画面に危険口座である旨を表示してお客様に通知 

します。 

また、弊社では上記の取引画面における表示に併せて、ご登録いただいておりま 

すメールアドレス宛に警告を促す電子メール（ロスカットアラート）を配信する 

ことがあります。ただし、ロスカットアラートは一取引日につき一度のみの配信 

となります。ただし、お客様は自己の責任において、 取引画面にてポジション(建 

玉)の管理を行うものとし、お客様の事情によりこれらの電子メールが届かなか 

ったとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。 

さらに、証拠金維持率が 20％※1 (ロスカットライン)を下回った場合には、 

弊社は、約款及び規程の定めに従い、弊社所定の方法により、お客様の保有する 

ポジション（建玉）を強制的に反対売買した上、決済された内容を、取引画面に 

表示してお客様に通知します。 

また、弊社では上記の取引画面における表示に併せて、ご登録いただいており 

ますメールアドレス宛にロスカットが執行された旨を電子メールで通知するこ 

とがあります。ただし、お客様は自己の責任において、取引画面にてポジション 

(建玉)の管理を行うものとし、お客様の事情によりこれらの電子メールが届かな 

かったとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。 

尚、ロスカットされるポジションの約定レート（ロスカットレート）は、弊社シ 

ロスカットルールとは、証拠金維持率が 20％※1 (ロスカットライン)を下回った 

際に、損失の拡大を防ぐために、弊社の所定の方法により、強制的にお客様の保 

有する全てのポジション(建玉)を反対売買して決済する制度です。このとき証拠 

金維持率は下記の計算式により計算されます。 

証拠金維持率 = 有効証拠金額 ÷ 取引証拠金 

有効証拠金額 =資産合計 ＋ 評価損益金 

（23.証拠金等に関する用語 をご参照下さい。） 

弊社では、原則として、証拠金維持率が適正の場合（50％※2以上）は 数分～ 

10 分毎にお客様の証拠金の状況等を確認いたします。その際、お客様の証拠金 

維持率が 50％を下回ったことが確認された場合（以下、証拠金維持率が 50％※2 

を下回った口座を「危険口座」といいます。）においては、その後証拠金維持率 

が 50％※2 以上となるまでの間 1～2 分毎に当該危険口座の証拠金維持率の評 

価・確認を行うとともに、取引画面に危険口座である旨を表示してお客様に通知 

します。 

また、弊社では上記の取引画面における表示に併せて、ご登録いただいておりま 

すメールアドレス宛に警告を促す電子メール（ロスカットアラート）を配信する 

ことがあります。ただし、ロスカットアラートは一取引日につき一度のみの配信 

となります。ただし、お客様は自己の責任において、 取引画面にてポジション(建 

玉)の管理を行うものとし、お客様の事情によりこれらの電子メールが届かなか 

ったとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。 

さらに、証拠金維持率が 20％※1 (ロスカットライン)を下回った場合には、 

弊社は、約款及び規程の定めに従い、弊社所定の方法により、お客様の保有する 

ポジション（建玉）を強制的に反対売買した上、決済された内容を、取引画面に 

表示してお客様に通知します。 

また、弊社では上記の取引画面における表示に併せて、ご登録いただいており 

ますメールアドレス宛にロスカットが執行された旨を電子メールで通知するこ 

とがあります。ただし、お客様は自己の責任において、取引画面にてポジション 

(建玉)の管理を行うものとし、お客様の事情によりこれらの電子メールが届かな 

かったとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。 

なお、お客様のロスカットされるポジションの約定レート（ロスカットレート）



ステムが当該ポジションを確認後、「執行中」となった時点のレートとなります。 

ロスカットはお客様の資産を保全するための措置ですが、急激な相場変動などに 

より、ロスカットが執行されるレートがロスカットラインから乖離することがあ 

り、必ずしも証拠金維持率が 20％※1時点のレートとは限らず、これを下回る場 

合もございます。特に、週明けには前週末の終値から大きく乖離したレートで取 

引が始まることがあり、その時、証拠金維持率がロスカットラインを下回ってい 

れば、週明けのレートに準じた水準でロスカットとなることがあります。 

上記のような場合、ロスカットが執行されたとしても、お客様が弊社に預託され 

た金額を上回る損失（不足金）が生じる可能性がありますので、弊社では余裕を 

持った資金の預託をお奨めしております。 

このように、有効証拠金額が 0 円を下回った場合には、お客様は預託した資 

産以上の損失を被ることとなり、弊社に対して当該不足金の支払義務が生じるこ 

とを異議なく承諾するものとします。なお、当該不足金は、不足金発生日の翌々 

営業日の午後 3時まで外貨 ex口座に入金するものとします。 

※1 レバレッジ 200 倍コースのお客様につきましては、 証拠金維持率が 40％とな 

ります。 

※2 レバレッジ 200 倍コースのお客様につきましては、 証拠金維持率が 80％とな 

ります。 

は、弊社システムが当該ポジションを確認した時点のレートではなく、当該ポジ 

ションをロスカット処理した時点のレートとなります。 

ロスカットはお客様の資産を保全するための措置ですが、急激な相場変動などに 

より、ロスカットが執行されるレートがロスカットラインから乖離することがあ 

り必ずしも証拠金維持率が 20％※1時点のレートとは限らず、これを下回る場合 

もございます。特に、週明けには前週末の終値から大きく乖離したレートで取引 

が始まることがあり、その時、証拠金維持率がロスカットラインを下回っていれ 

ば、週明けのレートに準じた水準でロスカットとなることがあります。 

上記のような場合、ロスカットが執行されたとしても、お客様が弊社に預託され 

た金額を上回る損失（不足金）が生じる可能性がありますので、弊社では余裕を 

持った資金の預託をお奨めしております。 

このように、有効証拠金額が 0 円を下回った場合には、お客様は預託した資 

産以上の損失を被ることとなり、弊社に対して当該不足金の支払義務が生じるこ 

とを異議なく承諾するものとします。なお、当該不足金は、不足金発生日の翌々 

営業日の午後 3時まで外貨 ex口座に入金するものとします。 

※1 レバレッジ 200 倍コースのお客様につきましては、 証拠金維持率が 40％とな 

ります。 

※2 レバレッジ 200 倍コースのお客様につきましては、 証拠金維持率が 80％とな 

ります。


